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はじめに 1 
策定の背景･趣旨 2 
我が国における循環型社会への取組は、平成 12 年に循環型社会形成推進基本法で初めて3 
法的に位置づけがなされたことにより始まり、これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄型4 
の社会から脱却し、「天然資源の消費を抑制し、環境への負荷をできる限り低減する社会」5 
を目指していく道標が示されました。 6 
 7 
さらに、令和６年度には第五次循環型社会形成推進基本計画において、この取組をより一8 
層強化するため、経済社会システムそのものを循環型に変えるという概念として、一方通行9 
型の線形経済から、持続可能な形で資源を効率的・循環的に有効利用する循環経済（サーキ10 
ュラーエコノミー）への移行を通して、循環した資源・製品の価値の最大化、資源消費の最11 
小化、廃棄物の発生抑制を目指していくことが示されています。 12 
 13 
本県においては、平成 13 年度に廃棄物の処理及び清掃に関する法律第５条の３に基づく14 
法定計画として「沖縄県廃棄物処理計画」を策定し、循環型社会の形成に向けて、本県の実15 
情に即した様々な施策・取組を行ってきました。 16 
 17 
中でも、一般廃棄物については、マイバック推進運動と併せて、全国に先駆けレジ袋の有18 
料化を開始するともに、多くの市町村で、ペットボトル等の分別収集の推進と併せて、ごみ19 
収集の有料化が行われる等、廃棄物の減量化に向けた対策が採られてきました。 20 
また、産業廃棄物については、近年の企業における環境意識の向上により、廃棄物の排出21 
抑制等の取組が進められる中、平成 18 年度には産業廃棄物税を導入し、経済的手法を活用22 
して、より一層、排出事業者に廃棄物の排出抑制や循環的利用を促すともに、税収を活用し23 
た使途事業の実施によりリサイクル技術向上に向けた設備導入支援や不法投棄対策、各種啓24 
発活動など、様々な施策を行ってきました。 25 
 26 
このような取組により、廃棄物の排出抑制等に一定程度の成果を上げてきましたが、本県27 
においても、国が第六次環境基本計画で提唱する環境の質を向上させ、経済社会が共に成長・28 
発展できる社会である循環共生型社会を目指すために、さらなる取組の強化が必要です。 29 
 30 
このような背景を踏まえ、本県が取り組む各種施策の方向性とその具体的な目標を明らか31 
にするため、「第六期沖縄県廃棄物処理計画（以下「第六期計画」という。）」を新たに策定32 
し、県民、事業者、市町村及び県といった多くの主体が連携・協働し、「循環共生型社会の形33 
成による持続可能な沖縄の実現」に向け、包括的な取組を総合的かつ計画的に推進していき34 
ます。 35 
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 1 

サーキュラーエコノミーとは 2 

サーキュラーエコノミーとは、リニアエコノミー※に代わる概念で、日本語で「循環経済」と3 
呼ばれる経済システムを表す言葉です。経済活動においてモノやサービスを生み出す段階から、4 
リサイクル・再利用を前提に設計するとともに、できる限り新たな資源の投入量や消費量を抑5 
えることで既存のモノを無駄にせず、その価値を最大限に生かす循環型のしくみを表します。 6 

 7 

 8 
 9 

 10 
※リニアエコノミー（線形経済）とは 11 
「資源の採掘に始まり、大量生産を経て、最後には大量に廃棄する」という、一方通行的な経済活動のこと12 
です。リニアエコノミーに基づく社会では、企業は大量に製品を生産し、販売することで利益を得ようとしま13 
す。それに呼応するように、消費者も次から次へと新製品を購入しては、古くなった製品を廃棄していきます。   14 
リサイクルや再利用などの可能性は考慮されず、限りある資源はただ消費されるだけとなり、結果として、15 
自然環境の破壊や重大な社会問題の発生へとつながってしまいます。 16 
 17 

 18 
  19 
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 1 

持続可能な開発目標(SDGs) 2 

持続可能な開発目標(SDGs)は、平成 27(2015)年の国連総会で採択された「持続可能な開3 
発のための 2030 アジェンダ」に掲げられた、平成 28(2016)年から令和 12(2030)年までの4 
国際目標です。17 の目標とそれらに付随する 169 のターゲットから構成されており、環5 
境・経済・社会の３つの側面を統合的に解決する考え方が強調されています。 6 
これらの目標とターゲットが全ての国、全ての人々及び社会の全ての部分で満たされ、7 
地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことなどが宣言されています。 8 
SDGs が掲げる 17 の目標を以下に示します。県民全体で共有する沖縄の 2030 年を目途9 
とする将来像である「沖縄 21世紀ビジョン」の基本理念及び将来像は、SDGs の基本理念10 
や 17 の目標と重なることが多いことから、本県では同ビジョンの将来像の実現に向け、11 
SDGs を推進することとしています。よって、第六期計画の推進においても、SDGs の視点12 
を追加し、計画や施策に 17 の個別目標を紐付けて示します。 13 

 14 

 15 
出典)国際連合広報センターHP 16 

 17 
  18 
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計画の性格と位置づけ 1 
廃棄物処理計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という。)第2 
５条の５の規定に基づく法定計画であり、国が定める「廃棄物の減量その他その適正な処理に関3 
する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」（同法第５条の２）に即して都4 
道府県が定めることとされています。 5 
また、本県においても、国が第六次循環基本計画で提唱する「循環共生型社会」の形成を目指6 
し、廃棄物の排出抑制、減量化、適正処理に関する基本的な方向を定め、市町村が策定する「一7 
般廃棄物処理計画」と連携を図りつつ、県民、事業者、市町村及び県が一体となって取り組みを8 
進めるための計画とする必要があります。 9 
さらに、将来にわたり持続可能な一般廃棄物の適正処理の確保に向けた、中長期的な視点によ10 
るごみ処理の広域化及びごみ処理施設の集約化に係る計画(以下、「沖縄県ごみ処理広域化・集約11 
化計画」という。)を含めて策定しています。 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 

 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 

 37 

図 1.1 計画の位置づけ  38 
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（沖縄県ごみ処理広域化・集約化計画） 

環境基本法【第六次環境基本計画】 

循環型社会形成推進基本法【第五次循環基本計画】 
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広域化・集約化通知 
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沖縄県環境基本計画 

ちゅら島おきなわの環境による島おこし 

ちゅら島環境美化条例 

沖縄県地球温暖化対策実行計画 
(区域施策編) 

沖縄県環境教育等推進行動計画 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ問題の取組に関する指針 等 

食品ロス削減推進法 

再資源化事業等高度化法 
（令和６年５月公布） 
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計画の期間 1 
第六期計画の対象期間は、令和８(2026)年度から令和 12(2030)年度までの５ヵ年とし、令和2 
12(2030)年度を目標年度とします。 3 
ただし、沖縄県ごみ処理広域化・集約化計画については、令和８(2026)年度から令和 32(2050)4 
年度までの 25ヵ年を対象期間とします。 5 
社会情勢の変化や国の動向等に適切に対応するため、必要に応じて見直しを行います。 6 

 7 
目指すべき将来像 8 
世界に誇れる美しい自然環境の保全と社会経済活動とのバランスのとれた持続可能な地域社9 
会を目指すため、県民一人ひとりがリデュース、リユース、リサイクル(以降、３Ｒと記す)を実10 
践するとともに、発生した廃棄物の適正処理に努め、環境負荷の少ない循環型社会を構築する必11 
要があります。 12 
第六期計画では、将来的に目指す姿として「循環共生型社会の形成による持続可能な沖縄」を13 
掲げ、それを実現するための５つの基本方針に基づいた施策を策定します。 14 
  15 
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図 1.2 第六期計画の施策体系 13 
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基本方針１ 
 

本県独自の 
資源循環の方向性 

 (１)普及啓発の推進及び効果的なネットワークの形成  
    

  (２)リサイクルの促進 
(産業振興、分別収集の促進、個別物品の循環利用) 

 

    

  (３)観光分野における廃棄物の対策  
    

  (４)事業者間連携の形成  
      (５)経済的手法を活用した減量化等の推進  
      (６)本県に適した資源循環  
    
 

基本方針２ 
 

持続可能な廃棄物 
処理体制の方向性 

 (１)県民及び事業者への呼びかけ  
    

  (２)一般廃棄物処理体制のあり方  
    

  (３)産業廃棄物処理体制のあり方  
    

  (４)離島の廃棄物対策  
    
  (５)最新技術の活用  
    

  (６)脱炭素への貢献  
      
基本方針３ 
 

適正処理の 
確保と徹底 

 (１)適正処理の推進  
      (２)生活排水処理対策  
      (３)適正処理困難物対策  
      (４)特別管理廃棄物対策  
      (５)ダイオキシン類対策  
    
 
基本方針４ 
 

不確定要因を含む 
廃棄物に対する対応 

 (１)急拡大感染症への対応  
    

  (２)災害時における対応力の強化  
    

  (３)米軍基地の廃棄物対策  
    

  (４)海岸漂着物対策  
      
基本方針５ 
 

ごみ処理広域化・ 
集約化について 

 (１)広域化・集約化計画 
 

 
      
      (２)広域化・集約化への展望  
      

関連する 
SDGs の
目標 


